
訪問介護事業所南二日町 

重要事項説明書 

 

当事業所が提供する訪問介護の内容に関し、あなたに説明すべき重要事項は次のとおり

です。 

 

１ 事業所の概要 

開設者の名称 社会福祉法人華翔会 

主たる事務所の所在地 静岡県三島市南二日町５－４１ 

電話番号 ０５５－９８３－１２００ 

法人の種別及び名称 社会福祉法人華翔会 

代表者職 理事長 

代表者氏名 木本 紀代子 

 

事業所の名称 訪問介護事業所南二日町 

事業所の所在地 
静岡県三島市南二日町５－４１ 

（特別養護老人ホーム南二日町１階） 

事業所の電話番号 ０５５－９８３－１２０２ 

事業所のファックス番号 ０５５－９８３－１２１８ 

介護保険事業所番号 ２２７０６０１２１０ 

指定年月日 平成２７年７月１５日 

交通の便 伊豆箱根鉄道 二日町駅から徒歩１０分 

通常の事業の実施地域 三島市、函南町、長泉町、清水町 

 

２ 事業所の職員の概要 

職種 資格 勤務の体制 

管理者 介護福祉士 常勤兼務     １ 

サービス提供責任者 介護福祉士 常勤 2 非常勤 0    

訪問介護員 
介護福祉士 常勤 0 非常勤 1 以上 

初任者研修 常勤  0 非常勤 1 以上 

 

３ サービスの提供時間 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 ８：３０ ～ １７：３０ 

営業をしない日 日曜日、年末年始（１２月３０日～１月３日） 

※上記の営業日、営業時間のほか、居宅サービス計画等によりサービス 

提供を行うものとする。 

 

４ 訪問介護の運営方針 

（１）指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

 （２）事業所は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図

るものとする。 



 （３）指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活

を営むのに必要な援助を行う。 

 （４）指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

 （５）指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術

をもってサービスの提供を行う。 

 （６）常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

 

５ 利用料金 

（１） 当事業所の訪問介護サービスの提供に際し、あなたが負担する利用料金（介護保

険適用部分）は、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に応じた額とな

ります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己

負担となります。法改正により単位数の改定があることがあります。 

 

訪問介護費 区分 単位 
自己負担額 

1割 2割 3割 

身体介護 

２０分未満 １６３単位 １６７円 ３３３円 ５００円 

２０分以上３０分未満 ２４４単位 ２５０円 ４９９円 ７４８円 

３０分以上１時間未満 ３８７単位 ３９６円 ７９１円 １１８６円 

１時間以上１時間３０分未満 ５６７単位 ５７９円 １１５８円 １７３７円 

１時間３０分以上の場合は 

３０分ごとに＋８２単位 
＋８４円 ＋１６８円 ＋２５２円 

緊急時訪問介護加算 １回につき＋１００単位 ＋１０３円 ＋２０５円 ＋３０７円 

生活援助 
２０分以上４５分未満 １７９単位 １８３円 ３６６円 ５４９円 

４５分以上 ２２０単位 ２２５円 ４５０円 ６７４円 

初回加算 １月につき＋２００単位 ＋２０５円 ＋４０９円 ＋６１３円 

生活機能向上連携加

算Ⅰ 
１月につき＋１００単位 ＋１０３円 ＋２０５円 ＋３０７円 

生活機能向上連携加

算Ⅱ 
１月につき＋２００単位 ＋２０５円 ＋４０９円 ＋６１３円 

介護職員等処遇改善

加算Ⅱ 
１月につき＋所定単位×２２．４％ 

 

 

※身体介護を行った後に引き続き２０分以上の生活援助を行った場合は、 

２５分毎に＋６５単位（自己負担１割：６７円 ２割：１３３円 ３割：１９９円）

を加算し、７０分以上を上限とする。 

 

○三島市は地域区分が「7 級地」であるため、所定の単位数に 10.21 円を乗じた金

額が料金となっています。1 ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理

の関係で差異が生じる場合があります。 



○基本料金に対して、早朝（午前６時～８時）、夜間（午後６時～午後１０時）は、

２５％加算、深夜（午後１０時～午前６時）は５０％加算となります。 

 

（２） 交通費 

     事業所の通常の事業の実施地域にお住まいの方は、交通費は無料です。通常の事

業の実施地域以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員があなたを訪問するための

交通費（通常の事業の実施地域を越えて1キロメートル毎に５０円）を支払っていただ

きます。 

 

（３） その他の費用 

 訪問介護を提供するため、あなたのお宅で使用する水道、ガス、電気、電話料金

等の費用はあなたの負担となります。 

 

（４） 料金の支払方法 

    あなたが当事業所に支払う料金の支払方法については、月ごとの精算とします。

支払方法は、銀行振込、口座自動引落としを原則とします。止むを得ず、前者の支

払方法が困難な場合、翌月の１５日以降に請求を行い、原則として請求を行った月

の末日までに現金集金いたします。 

 

（５） その他 

    あなたの被保険者証に支払方法の変更の記載（あなたが保険料を滞納しているた

め、サービスの提供を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額を支払

っていただきます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、

この証明書を後日、被保険者証を発行した市区町村の窓口に提出して、基準額に応

じた払い戻しを受けてください。 

 

６ サービスの利用方法 

（１） 利用開始 

○事業所に電話でお申し込みください。事業所の担当職員があなたのお宅に伺い、

事業所の訪問介護の内容等についてご説明します。 

○この説明書によりあなたからの同意を得た後、事業所のサービス提供責任者が

訪問介護計画を作成し、サービスの提供を開始します。 

○あなたが居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前

に居宅介護支援事業者にご相談ください。 

 

（２） サービスの終了 

ア あなたのご都合でサービスを終了する場合 

      サービスの終了を希望する日の７日前までに文書で申し出てください。 

   イ 当事業所の都合でサービスを終了する場合 



      人事不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場

合があります。この場合は、サービスの終了日の１０日前までに、文書により

あなたに通知します。 

   ウ 自動終了 

      次の場合は、サービスは自動的に終了となります。 

・ あなたが介護保険施設に入院又は入所した場合。 

・ あなたの要介護度が非該当（自立）、要支援１、要支援２と認定された場合。 

・ あなたが亡くなったとき。 

   エ その他 

・ 当事業所が、正当な理由がなくサービスを提供しない場合、守秘義務に違

反した場合、あなたやあなたの家族に対して社会通念を逸脱する行為を行

った場合、当事業所が破産した場合、あなたは文書で通知することにより

直ちにこの契約を終了することができます。 

・ あなたがサービスの利用料金を１ヶ月以上滞納し、支払いの催告を再三し

たにもかかわらず支払わないとき、あなたが当事業所に対してこの契約を

継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業所は文書であなたに通

知することにより、直ちにこのサービスを終了させていただく場合があり

ます。 

 

７ サービスの内容 

  当事業所があなたに提供するサービスは以下のとおりです。 

 

・身体介護 

 １ 起床介助 ２ 就寝介助 ３ 排泄介助 ４ 整容介助 ５ 食事介助 

 ６ 衣服着脱 ７ 清拭   ８ 体位変換 ９ 服薬介助 10 入浴介助 

 11 通院介助 12 その他（       ） 

 

・生活援助 

１ 調理   ２ 洗濯   ３ 掃除   ４ 買物   ５ 薬受取り 

６ 衣服入替 ７ その他（       ） 

 

○サービスの提供は懇切丁寧に行い、サービス提供方法等について、あなたに分かり

やすいように説明します。 

○サービスの提供に用いる設備、器具等については安全、衛生に常に注意を払い、特

に、あなたの身体に接触する設備、器具については、サービスごとに消毒したもの

を使用します。 

 

 



８ 担当の職員 

○職員は常に身分証明書を携行しているので、必要な場合は提示をお求めください。 

○あなたには、あなたの訪問介護を主に担当する職員が一人付きますが、いつでもあ

なたを担当する訪問介護員の変更を申出ることができます（これを拒む正当な理由

がない限り事業所は変更の申し出に応じ、該当する職員の訪問を中止します）。 

○当事業所は、あなたの担当の訪問介護員が退職する等正当な理由がある場合に限り、

あなたを担当する訪問介護員を変更することができます。 

 

９ 緊急時の対応方法 

訪問介護の提供中にあなたに容体の変化等があった場合は、速やかにあなたの主治

医等に連絡します。 

 

１０ 感染症対策 

当事業所は、サービスにおいて感染症が発生、または蔓延しないように、適切な感

染症対策その他必要な措置を講じるものとします。 

 

１１ 虐待防止 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、管理者を虐待防止

に関する責任者とし、虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指

針の整備、研修等必要な措置を講じます。また、サービス提供中に、養護者（現に

養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見

した場合、速やかにこれを市町村に報告します。 

 

１２ ハラスメント防止 

当事業所では、職員の人権保護および適切なサービスを提供する観点から、職員に

対する性的な言動またはその対応について不利益を生じ就業環境が害される行為や、

社会通念に照らし著しく不相当と思われる要求や業務上必要性がないと思われる要

求等を禁止しています。 

 

１３ 身体拘束廃止 

    当事業所は、身体拘束を行うことはありません。ただし、サービス利用にあたり

身体拘束、その他の行動制限がやむを得ず行われる場合には、その必要性や内容に

ついて利用者・ご家族への説明を行います。 

   当事業所は、利用者の権利を尊重し、身体拘束廃止に向けた取り組みを推進します。 

 

１４ 業務継続計画 

    当事業所では、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計



画を策定し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練の実施

等必要な措置を講じます。 

 

１５ 苦情処理の体制 

（１）当事業所が提供した訪問介護に関するあなた及びあなたの家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し必要な措

置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には当該苦情の内容を記録し必要

な改善を行います。 

（２）あなたは、当事業所の訪問介護の提供について、いつでも苦情を申立てること

ができます。あなたは、当事業所に苦情を申立てたことにより、何らの差別待

遇を受けません。 

 

      苦情相談窓口  担 当  坂下 弘美         

 

       電話番号    ０５５－９８３－１２００   

 

（３）この他、市区町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることができ

ます。 

三島市役所    介護保険課 TEL 055-983-2607 

函南町役場    高齢者福祉係 TEL 055-979-8126 

清水町役場    介護保険係 TEL 055-981-8213 

長泉町役場    介護保健室 TEL 055-989-5511 

静岡県国民保健団体連合会 TEL 054-253-5590 

静岡県社会福祉協議会 

（福祉サービス運営適正化委員会）  
TEL 054-653-0840 

 

１６ 第三者委員 

あなたが苦情相談窓口では言い難いこと、事業所に対する不満等苦情相談に社会

性や客観性を確保し、あなたの立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、

第三者委員を配置しております。又、あなたより寄せられた苦情及びその解決等に

ついて、館内掲示により公表します。 

 

１７ 第三者評価の有無 

 無 



 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 訪問介護の提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項を説明しました。 

 

  所在地  静岡県三島市南二日町5番41号      

 

  名 称  訪問介護事業所 南二日町        

 

  説明者                印 

 

 

（利用者） 

 この説明書により、訪問介護に関する重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

  住 所                      

 

  氏 名           印 

 

（代理人） 

 

  住 所                      

 

  氏 名           印 

 

 

 

 

 


